
会員各位様並びに植物観察や調査をされる方々へ、日本高山植物保護協会本部事務局から

のお願いです。 

 

山梨県自然共生課からの連絡で、「希少植物種の生育地において観察や調査を行う際に、登

山道や遊歩道を外れて踏み入ると、足元の植物や土中微生物にダメージを与えるので、立ち

入り禁止ロープ内に入ることのないようにお願いします。」との指導がありました。 

 

できるだけ双眼鏡や望遠カメラを利用した観察や調査をお願いします。観察や調査のため

立ち入る必要がある場合には地権者及び所管の行政機関の許可をとるようにして下さい。 

 

ご協力をお願いします。 

 

なお、月刊誌「岳人」の 2020 年 6 月号掲載記事「日本各地の固有種・希少種」において、

「希少種観察の心得」を寄稿しており、以下に添付しておきますのでご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 


